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原子力事業所安全協力協定 

 （平成１２年１月２０日締結）  

改正 平成１７年１０月 １日 

改正 平成２３年 ５月１６日 

改正 平成２５年 ９月 １日 

改正 平成２８年 ４月 １日 

改正 令和 ２年 ７月２０日 

改正 令和 ７年 ６月 １日 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、東海村、大洗町、鉾田市及び那珂市に所在する原子力事業所（以下

「事業所」という。）が相互に協力し、各事業所の施設の安全確保と従業員の資質の

向上を図るとともに、その施設において緊急事態が発生した場合に、各事業所が相互

に協力して対応することを目的とする。 

（信義誠実の原則） 

第２条 各事業所は、この協定の履行にあたって信義に従い誠実にこれを行うものとし、

前条の活動における各事業所の行為によって生じた損害等については、この協定に

おいて別に定めるものを除き、相互に賠償又は補償の責を負わないものとする。 

（協力活動の範囲） 

第３条 この協定に基づき行う協力活動は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 各事業所が行う自主保安に係る点検協力活動 

(2) 従業員等に対して行う安全教育に係る協力活動 

(3) 安全管理に係る情報等の交換に係る協力活動 

(4) 緊急事態を想定した協力活動訓練 

(5) 緊急事態発生時における協力活動 

２ 前項第５号に掲げる協力活動は、次の各号に掲げるときに行うものとする。 

(1) 発災事業所から協力要請が第５条に規定する安全協力委員会の委員長にあった

とき。 

(2) 各事業所の所在する地方自治体から協力要請が安全協力委員会の委員長にあっ

たとき。 

(3) その他第４条第１号に規定する安全協力委員会において決定したとき。 

（組 織） 

第４条 この協定の目的を達成するために、次の組織を置く。 

(1) 安全協力委員会 

(2) 活動推進幹事会 

(3) 緊急事態協力活動本部 

（安全協力委員会） 

第５条 安全協力委員会（以下この条において「委員会」という。）は、協力活動に係る
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意思決定機関とする。 

２ 委員会は、各事業所の代表者をもって構成するものとし、委員長１名、副委員長２

名を置く。 

３ 委員長及び副委員長は、各事業所の代表者の互選により選出する。 

４ 委員長及び副委員長の任期は２年とする。但し、再任を妨げないものとする。 

５ 委員会の事務局は、日本原子力研究開発機構原子力科学研究所（以下「原子力科学

研究所」という。）に置く。 

（活動推進幹事会） 

第６条 活動推進幹事会（以下この条において「幹事会」という。）は、前条の委員会の

決定に従い、協力活動推進に係る業務を行う。 

２ 幹事会は、別表に掲げる各事業所の代表者から推薦された者をもって構成するもの

とし、幹事長１名、副幹事長２名を置く。 

３ 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。 

４ 幹事長及び副幹事長の任期は２年とする。但し、再任を妨げないものとする。 

５ 幹事会の事務局は、原子力科学研究所に置く。 

(地方自治体等への協力要請) 

第７条 第５条の委員長は、その業務の遂行に関し、この協定の目的を達成するため必要

と認めるときは、事業所の所在する地方自治体等に対し協力を求めることができる。 

（緊急事態協力活動本部） 

第８条 緊急事態協力活動本部（以下この条において「活動本部」という。）は、発災事

業所若しくは地方自治体からの第５条に規定する委員長への協力要請又は同条の委員

会の決定に基づき、緊急事態における協力活動に係る業務を行う。 

２ 前項の業務を行うため、東海地区及び大洗地区に活動本部を置く。 

３ 活動本部には、地区毎に本部長１名及び副本部長若干名を置く。 

（協力活動に係る経費等） 

第９条 第３条の協力活動に係る経費は、原則として各事業所が負担するものとする。但

し、各事業所は、同条第１項第５号の活動に伴う経費及び第三者への補償については

発災事業所へ求償することができるものとする。 

（細 則） 

第１０条この協定の運用に必要な細則については、別に定めるものとする。 

（協 議） 

第１１条 この協定に定める事項を変更しようとするとき若しくはこの協定に関し疑義

を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、安全協力委員会が協議して

定めるものとする。 

（効力の発生） 

第１２条この協定は、令和７年６月１日から効力を生じるものとする。 
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別 表 

 

活動推進幹事会構成事業所一覧 

１．日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 

２．日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 

３．日本原子力発電株式会社 東海事業本部 東海発電所・東海第二発電所 

４．原子燃料工業株式会社 東海事業所  

５．東京大学大学院工学系研究科 原子力専攻 

６．日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 

７．三菱原子燃料株式会社 
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この協定を証するため、本書１７通を作成し、下記の事業所の代表者が記名押印の上、

各１通を保有する。 

 

令和７年６月１日 

 

 

 公益財団法人 核物質管理センター 

 東海保障措置センター 

 

 

 

 

所 長 平戸 康徳 

 原子燃料工業株式会社 

 東海事業所 

 

 

 

 

執行役員 

所 長 

植木  修 

 株式会社ジェー・シー・オー 

 東海事業所 

 

 

 

所 長 石川 義治 

   

 積水メディカル株式会社 

 創薬支援センター 

 

 

 

 

センター長 橋爪 研太 

 国立大学法人 

 東京大学大学院工学系研究科 

 原子力専攻 

 

 

 

専攻長 斉藤 拓巳 

 国立大学法人 

 東北大学金属材料研究所附属 

 量子エネルギー材料科学 

 国際研究センター 

 

 

センター長 青木  大 
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 日揮ホールディングス株式会社 

 技術研究所 

 

 

 

 

所 長 滝澤 政樹 

 日本核燃料開発株式会社 

 

 

 

 

 

代表取締役社長 濱田 昌彦 

 国立研究開発法人 

 日本原子力研究開発機構 

  原子力科学研究所 

 

 

 

所 長 前田 敏克 

 国立研究開発法人 

 日本原子力研究開発機構 

 核燃料サイクル工学研究所 

 

 

 

所 長 髙田 千恵 

 国立研究開発法人 

 日本原子力研究開発機構 

 大洗原子力工学研究所 

 

 

 

所 長 吉武 庸光 

 国立研究開発法人 

 量子科学技術研究開発機構 

 那珂フュージョン科学技術研究所 

 

 

 

所 長 花田 磨砂也 

 日本原子力発電株式会社 

 東海事業本部 

東海発電所・東海第二発電所 

 

 

 

所 長 

 

山口 嘉温 

 日本照射サービス株式会社  

 東海センター 

 

 

所 長 梅津  浩 
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 ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

 

 

 

 

 

取締役社長 加藤 政彦 

 三菱原子燃料株式会社 

 

 

 

 

 

東海工場長 大牟田 弘文 

 三菱マテリアル株式会社 

 那珂エネルギー開発研究所 

 

 

 

所 長 佐々木 良一 

 

 


